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最近のニュースから No.168       ２０２３.１１.１ 

メンタル休職者を出さない職場づくりを 

１０月２４日、東京都主催の「第１６回うつ病休職者の職場復帰支援を考えるフォーラ

ム」が開催されました。 

参加者は、産業保健師、企業所属の看護師、企業の人事部等職員などです。参加申し込

み段階でいくつかのアンケートが取られました。そのなかの「ここ３年間でメンタルヘル

ス要因による休務者は増えていると感じていますか？」の質問への回答は「かなり増えて

いる」２４％、「やや増えている」５５.６％、「やや減っている」１.０％、「かなり減って

いる」０％でした。その一方、職場におけるメンタルヘルス対策の必要性の認識は弱まっ

ている傾向にあるという報告もありました。 

そのこともあり、フォーラㇺのタイトルは「職場のメンタルヘルス再考」で、予防・休

職者を出さない取り組みを含めたメンタルヘルス対策についての講演がおこなわれました。 

長時間労働はそれだけでうつ病のリスクは高まる 

そのなかの東京都率中部総合精神保健福祉センター菅原誠副所長（産業医）の「安全配

慮から合理的配慮、そして両立支援」の講演を紹介します。 

職場側の考える休職の原因と労働者が感じている職場のストレスは違います。 

職場側の考える原因は、「本人の性格の問題」６７.７％、「職場の人間関係」５８.４％、

「仕事量・負荷の増大」３８.２％、「上司・部下のコミュニケーション不足」２９.１％で

した。（ＪＩＬＰＴの２０１２年調査） 

一方、労働者が「現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感

じている事柄がある労働者」は５９.５％いました。（厚労省の２０１６年調査） 

原因は、「仕事量・負荷の増大」５３.８％、「仕事の失敗、責任の発生等」３８.５％、「対

人関係（セクハラ・パワハラを含む）」３０.５％、「役割・地位の変化等」２６.８％です。

世代によっても違います。「仕事量・負荷の増大」は全世代ほぼ均等ですが、「仕事の失敗、

責任の発生等」、「対人関係」は２０代が最多、「役割・地位の変化等」は３０代と６５歳以

上にピークがあります。 

長時間労働と精神疾患の関連性については、イギリスの大規模の５年間の追跡研究があ

ります。 

その結果は、長時間労働者は昇進やキャリアに必要な仕事だとわかっていても、収入が

高くても低くても、うつ病のリスクは高まります。そして、１日平均１１時間以上の長時

間労働者と７－８時間労働者の比較では、２.４倍長時間労働者のその後のうつ病発症リス

クが高いです。 

自殺との関連では、１００時間以上の残業をしている労働者は９９時間以内の労働者に
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比較して精神疾患発病までの期間が早く、発病から自殺に至るまでの期間も短いという研

究もあります。 

メンタルヘルス不調者を出さないための取り組みとしては、トップによるメンタル対策

の取り組みへの表明、長時間労働職場、休職者多発職場の働き方の見直しなどが必要です。

また職場のコミュニケーション改革としてメールに頼り過ぎない、会話の見直し、業績評

価の在り方の見直し、成果主義・個人主義からの転換などが必要です。 

産業医に委ねるのではなく人事や上司も含めて合議で決定を 

休職中に職場が取り組むべきことについてです。 

休職に入るまえに休職可能期間、給与および傷病手当金支給期間、復職の手続き等を必

ず文書で伝えます。 

休職中は安否の確認、特に独居の場合には家族との連携が重要です。ただし、休職事実

を家族に通地するかはきちんとルール化しておく必要があります。孤立感を与えない、休

職を長期化させないためにも産業医・保健師、いなければ上司との定期的な（月に１回程

度の）面談があった方がいいです。状態の把握のためにはメールだけでのやり取りではな

く、面談が望ましいです。 

復職に際して職場が休職者の取り組むべきことについてです。 

主治医診断書に条件が付いている場合には、主治医に解釈や具体的な内容を確認する必

要があります。そのためには、休職者本人は診断書が出される前に復職先の職場の状況や

職務を主治医に知らせることが望ましいです。ただ、本人の要望を汲んで診断書に条件が

付いている場合が少なくなくあります。 

復職準備性に疑問がある場合、長期休暇（６か月以上が目安）や休職リピーターの場合

にはリワーク機関の利用が効果的です。 

復職時に産業医に判断を委ねるのではなく、人事や上司も含めて合議で決定することが

望ましいです。 

復職時の異動についてはメリット、ディメリットをよくも極めてからにすべきです。 

試し出社はあった方がいいですが、期間が長すぎるものは逆効果（長くても３か月）で

す。試し出社を復職の条件とする場合は、復職条件の明示と賃金や通勤・労務災害につい

て事前に取り決めておく必要があります。 

復職後に職場が取り組むべきことについてです。 

リピーター化させないための組織的介入が必要です。上長任せにせず保健師や産業医、

人事による定期的なフォロー面接が有効です。 

上司の異動で配慮すべき内容や休職歴が忘れられる事例が多いので注意が必要です。 

テレワークで過覚醒状態に 

テレワークとメンタルヘルスについてです。 
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通勤や職場内でも移動がなくなり運動量が低下します。太陽の光を浴びる時間が減り、

概日リズム（体内時計）が狂います。思った通りにコミュニケーションが取れないため脳

が疲労します。脳のリズムが狂うと脳は過覚醒状態になり、「不眠」「イライラ」「ちょっと

したことで極端に反応する」「警戒心が強くなる」などの症状が出ます。交感神経の活動が

たかまり副腎皮質ホルモンが分泌さ荒れることで動悸、肩こり、頭痛、下痢や便秘などの

身体症状が出ます。 

しかし労働者が、勤務先が健康配慮を充分にしていると感じている割合は減少傾向にあ

ります。 

 

テレワークでも体調不良での休職者が出ています。休職者が在宅勤務の復職を希望した

場合、復職を許可すべきでしょうかとの事前の質問がありました。 

休職前に従事していた職務には必ずしも限定せず、当該労働者たいして雇用契約上求め

られている本来の労務提供がどのようなものであるかを見極め、社内にそのような職務が

あるかを検討し、在宅勤務での健康上の問題を引き起こす懸念なくそのような職務を遂行

できる健康状態であるか否かを基準として復職の可否を判断することが適当でしょう。 

テレワークは、職場における勤務以上に本人による自己管理が必要であり、会社（上司

等）から本人の健康状態と職務遂行状況を把握することが容易ではありません。安全配慮

と業務管理の観点から、メンタルヘルス不調からの回復が十分ではない労働者をテレワー

クだからといって安易に復職させることは適切ではないことが少なくないです。 

就業面、健康面での管理が難しい自宅での復職は、通常の復職より、観察機関や克服す

べきハードルを若干高めに設定することが合理的な場合もあります。 

 

使用者はテレワーク中の業務においても、労働者の生命身体に対する安全配慮義務を負

っています。休職者がストレスや孤立に対処するためにアルコール等の依存症になること

があります。業務中の労働者の飲食等を知りながら放置して健康を損なう結果を生じさせ

た場合には安全配慮義務違反が生じる可能性があります。 

使用者の安全配慮義務と合理的配慮義務 

職場から体調不良者を出さないためにも使用者の安全配慮義務と合理的配慮義務が求め

られます。 

安全配慮義務違反に相当するかの判断ポイントは、予見可能性と結果回避義務、因果関

係の有無、労働者の過失の有無です。安全配慮には健康配慮義務と環境配慮義務が求めら

れます。健康配慮義務にはメンタルヘルス対策が含まれ、環境配慮義務にはハラスメント

対策が含まれます。 

障害者の雇用に際しては、（ただし障害者手帳の有無は問われない）個々の障害に対応し

た安全配慮の内容を吟味し、安全管理を行っていく必要があります。 
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合理的配慮義務についてです。 

合理的配慮の提供とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア（障害）を取り除く

ために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたとき、行政機関等や事業者が負担が重

すぎない範囲で必要かつ合理的な対応をおこなうことです。これまでは行政機関等は義務、

事業者は努力義務とされてきましたが、２１年６月４日の障害者差別解消法の一部改正に

伴い２４年４月１日からは事業者も義務化されます。 

法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断されることとな

り、いわゆる障害者手帳の所持者に限られません。行政機関等や事業者が事務・事業を行

うに際し、個々の場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の医師の表明が

あった時におこなわれる必要かつ合理的取り組みであり、実施に伴う負担が過重でないも

のをいいます。 

社会的障壁を除去するために必要かつ現実可能な対応案を共に考えていくためには、建

設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要です。職場においては、採用過

程、職務遂行、利益や得点の享受について、障害のない労働者と同等の条件を可能とする

調整や配慮が求められます。 

安全配慮（健康配慮）と合理的配慮の違いです。 

安全配慮は主に職務軽減の面に限定されますが、合理的配慮には職場環境の改造等の物

質面の配慮や平等を意識した配慮（差別禁止）が含まれます。これは、米国公民権法第７

編（１９６４）の雇用差別禁止条項および障害を持つアメリカ人法ＡＤＡ（１９９０年）、

国連障害者権利条約（２００６）に由来しています。 

対象者については、健康配慮義務はその職場で働く従業員に限られるのに対し、合理的

配慮は来場者や顧客、応募者等にもおよびます。 

安全配慮は、労働者の健康管理のために使用者がなすべき義務で、健康診断やストレス

チェックの結果に応じた就業規制や配置転換などが求められ、業務上の災害が発生した場

合には、法的責任が問われます。 

合理的配慮は、障害者に対する「優遇」措置としてではなく、障害を持たない人を基準

として作られた環境やルールを障害者のニーズに合わせて修正する義務です。障害の種類

や職務内容や職場環境に応じて提供される個別性の高いもので、予見的問題解決で変更・

改善することが中心です。 

申告さえあれば一般従業員も対象となります。つまり、障害者雇用対象者だけへの義務

ではありません。 

 

休職から復職、さらに本格的復職に至るまでにはさまざまな話し合い、個別の配慮も必

要となります。合理的配慮は復職を成功させるためにも必要です。それは障害者、復職者

だけでなく労働者の職場環境を改善し、安心をもたらすものになります。 
  

いじめ メンタルヘルス労働者支援センター 


